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佐
賀
県
訓
令
甲
第
四
号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本 
 

庁 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現
地
機
関 

 
 
 

佐
賀
県
歴
史
的
文
書
の
保
存
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
年
佐
賀
県
訓
令
甲
第
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
賀
県
知
事 

 

古 
 

川 
 
 
 
 

康 
 
 
 

 

受
訓
先
を 

 
 
 
 
 
 
 
 

に
改
め
る
。 

 

第
一
条
中
「
公
文
書
館
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
」
を
削
り
、
「
本
庁
及
び
所
」
を
「
佐
賀
県
公
文
書
館
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

一 

歴
史
的
文
書 

佐
賀
県
公
文
書
館
条
例
（
平
成
二
十
四
年
佐
賀
県
条
例
第
七
号
）
第

一
条
に
規
定
す
る
歴
史
的
文
書
を
い
う
。 

二 

実
施
機
関 

佐
賀
県
公
文
書
館
管
理
規
則
（
平
成
二
十
四
年
佐
賀
県
規
則
第
十
二
号
）

第
二
条
第
一
号
の
実
施
機
関
を
い
う
。 

三 

完
結
文
書 

組
織
的
に
用
い
る
も
の
と
し
て
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
文
書
で
、
事

案
の
処
理
が
完
了
し
た
も
の
を
い
う
。 

 

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
選
別
及
び
引
継
ぎ
） 

第
三
条 

佐
賀
県
公
文
書
館
長
（
以
下
「
公
文
書
館
長
」
と
い
う
。
）
は
、
実
施
機
関
か
ら
引

継
ぎ
を
受
け
た
文
書
の
う
ち
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
文
書
で
あ
っ
て
実
施
機
関
か
ら
延

長
を
し
な
い
旨
の
確
認
を
得
た
も
の
及
び
永
久
保
存
文
書
（
保
存
期
間
の
起
算
日
か
ら
三

十
年
以
上
を
経
過
し
た
文
書
に
限
る
。
）
の
う
ち
か
ら
、
歴
史
的
文
書
を
選
別
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

「
経

営

支

援

本

部 

 

佐
賀
県
公
文
書
館
」 
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２ 

公
文
書
館
長
は
、
実
施
機
関
が
保
管
す
る
文
書
の
う
ち
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
文
書

で
あ
っ
て
、
実
施
機
関
が
保
存
期
間
の
延
長
を
し
な
い
こ
と
と
し
た
も
の
の
う
ち
か
ら
歴

史
的
文
書
を
選
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
選
別
し
た
歴
史
的
文
書
の
引
継
ぎ
は
、
歴
史
的
文
書
引
継
目
録
（
様

式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
保
存
期
間
が
十
年
以
上
で
あ
る
完
結
文
書
の
引
継
ぎ
） 

第
五
条 

公
文
書
館
長
は
、
実
施
機
関
か
ら
保
存
期
間
が
十
年
以
上
の
完
結
文
書
に
つ
い
て

引
継
ぎ
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
実
施
機
関
と
協
議
し
た
上
、
当
該
文
書
の
引
継

ぎ
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
六
条
中
「
法
務
課
長
」
を
「
公
文
書
館
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
歴
史
的
文
書
」 

を
「
完
結
文
書
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
条
中
「
法
務
課
長
」
を
「
公
文
書
館
長
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
条
を
削
り
、
第
九
条
を
第
八
条
と
す
る
。 

 

附
則
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
並
び
に
附
則
第
一
項
の
見
出
し
及
び
項
番
号
を
削
る
。 

 

別
表
第
十
五
号
中
「
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
公
文
書
等
」
を
「
公
文
書
そ
の
他
の
記

録
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
中
「 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

」
を
「 

 
 
 
 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
第
３
条
、
第
５
条
関
係
）

（
第
３
条
関
係
）


